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お詫びと訂正のお願い 

 

 

 

本書（初版 1刷）に誤りがございました。深くお詫びを申し上げます。 

大変お手数をおかけいたしますが、該当箇所を下記のとおり訂正して御使用いただきますよう、お願

い申し上げます。 

 

記 

 

（注）下線部分：訂正箇所 

 

 

以上 

 

該当箇所 誤 正 

p.109 

 ⑫ 

 

現行犯逮捕は私人でもすることができ

るから、休暇中の警察官は現行犯逮捕

をすることができるが、逮捕の現場に

おける捜索・差押えをすることはでき

ない。 

現行犯逮捕は私人でもすることができ

るから、休暇中の警察官は現行犯逮捕

をすることができるが、この場合、逮

捕の現場における捜索・差押えもする

ことができる。 


